




要約:小児慢性疾患は,その疾病の性質からして単に直接治療のみに留まらず,心理的動揺

や教育・家庭環境や福祉等を含めた Total Care としての体制の整備が緊急に望まれる.全

国 300 床以上の病院での Total Care の実態とその要望、並びに各班員の各専門領域におけ

る Total Care の認識から、メディカルソーシャルワーカー並びに心理療法士の人員確保か

強く望まれ、法制化して整備を義務づけ、確実な実施により近代医療への脱皮を先ず行な

いつつ、医療システムの行政面でのコアメディカルとの密接な連携が必要である。 


